
Ｎｏ．１１（新規） 

（修学院学区） 

 

要望事項 （優先順位 ３） 

野田公園へのトイレ新設について 

 

要 旨 

⑴ 一乗寺野田町にある野田公園は，一乗寺南部地区の一時避難所に指定されてい

ますが，トイレがありませんので，新設を要望します。 

⑵ 財政状況から対応が難しいのであれば，トイレ関連の衛生器具メーカー等の宣

伝を兼ねた施工（ネーミングライツ等）の検討をお願いします。 

 

回 答 

（建設局） 

野田公園は，周辺の区画整理事業により，昭和３６年に開園した公園です。本市で

は，厳しい財政状況の中，一定の規模以上の公園にトイレを設置しておりますが，当

公園はその規模に満たないため，未設置となっております。 

このため，本市によりトイレを設置することは困難でありますが，御要望にあるよ

うに，民間活力を活用して，公園施設を整備するという発想は重要であると考えてお

り，様々な手法を検討してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


